
・「秋の全国交通安全運動」
出動式----------------------- 2

・相馬農業高等学校開放講座
「おいしいパンを作ろう！」--- 2

南相馬市 --------------------- 3

浪江町 ----------------------- 7

双葉町 ----------------------- 10

大熊町 ----------------------- 11

富岡町 ----------------------- 13

・敬老の日
お米プレゼントのお知らせ---- 14

・食育推進食事会 ------------- 15

・こども芋掘り体験------------ 15

・9月･10月の「ひばり」 ------ 16

週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。

1浜通り×さんじょうライフvol.226 

●被災自治体News

●南相馬市HP「フォトレポ」から

目 次

●交流ルームひばり通信

9月24日発行

Vol.226

21日からの「春の全国交通安全運動」に先立ち、警察

や交通安全協会、交通対策協議会など交通関係団体が南

相馬ジャスモールで合同の出動式を行い、交通事故防止
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被災自治体News

21日からの「春の全国交通安全運動」に先立ち、警察や交通安全協会、交通対策協議会など交通関

係団体が南相馬ジャスモールで合同の出動式を行い、交通事故防止を誓いました。運動期間は今月30

日までです。

19９ 土
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関係者約70人が出席しました

南相馬署の斎藤俊雄交通課長が
出動申告しました

警察車両などが出動しました 「相双神旗ディネード」も参加して
街頭活動しました

交通対策協議会会長の桜井市長や佐藤実南相馬警察署長らがそれ

ぞれ管内の交通情勢の実態などを説明し、交通事故防止運動の強化

を呼び掛けました。

出動申告の後、出席者は次々と活動を開始し、それぞれ幹線道路

での取締りや街頭啓発などを展開しました。

相馬農業高等学校の施設を活用した学校開放講座「おいしいパンを作ろう！」が開催され、参加した

親子ら25人がパン作りに挑戦しました。

参加者は、講師からあんパン、ロールパン、ピザパンのレシピを学び、生地づくりや成形などに一生

懸命な様子で取り組んでいました。パンが焼き上がると「おいしそう、早く食べたい」と歓声が上がっ

ていました。

12９ 土

パンにあんを詰めて成形 生地を伸ばしてロールパンに おいしそうに焼き上がりました



南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数（南相馬市HPから）

【都道府県別】 平成27年9月17日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 4,508 群馬県 159 京都府 27 福岡県 7 奈良県 1

宮城県 1,596 長野県 72 大阪府 26 熊本県 6 高知県 1

新潟県 616 北海道 69 青森県 18 富山県 5 和歌山県 -

山形県 606 山梨県 67 福井県 15 三重県 4 徳島県 -

東京都 605 秋田県 53 沖縄県 15 宮崎県 4 鳥取県 -

茨城県 571 岩手県 47 岡山県 12 香川県 3 島根県 -

埼玉県 540 静岡県 40 岐阜県 10 愛媛県 3 鹿児島県 -

栃木県 411 愛知県 32 滋賀県 9 佐賀県 3 海外 10

千葉県 347 兵庫県 32 広島県 8 大分県 3 合 計 10,946

神奈川県 344 石川県 31 長崎県 8 山口県 2 (9/10 11,004)

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 1,158 喜多方市 46 棚倉町 13 泉崎村 4

相馬市 1,141 本宮市 28 西会津町 13 広野町 4

いわき市 620 会津坂下町 25 田村市 12 下郷町 3

郡山市 480 西郷村 24 会津美里町 11 天栄村 2

会津若松市 235 鏡石町 19 磐梯町 9 鮫川村 2

新地町 211 三春町 17 金山町 7 浅川町 2

二本松市 108 桑折町 16 矢吹町 6 小野町 2

伊達市 93 猪苗代町 16 矢祭町 6 国見町 1

須賀川市 81 川俣町 15 古殿町 6

白河市 53 南会津町 14 北塩原村 5 合 計 4,508

71,561人平成23年3月11日現在の人口

4,608人市内転居

13,246人

30人

9,045人

4,171人

10,946人

(6,438人)

10,946人

47,369人

4,087人

3,713人

34,961人

計

所在不明

転出

死亡（震災以外の死亡含む）

その他

計

（うち福島県外）

市外の知人宅や借上げ住宅等

市外避難者

計

市内の仮設住宅

市内の知人宅や借上げ住宅等

自宅居住

市内居住者

54,816人71,561人計

41,331人47,116人原町区

13,485人11,603人鹿島区

－12,842人小高区

平成27年
9月17日現在の

居住者数

平成23年
3月11日現在の

人口

※平成23年3月11日以降の転入者および他市町村
からの避難者を含むため、避難の状況の市内居
住者数と合計の数が異なります。

南相馬市からのお知らせ

被災自治体News

(他市町村からの避難者2,217人)
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平成28年4月採用予定南相馬市職員≪保育士・幼稚園教諭、任期付職員≫

を募集します 9月15日HP更新

被災自治体News

市では、保育園・幼稚園の再編・再開に向けた保育士・幼稚園教諭の募集と、東日本大震災お

よび原子力災害からの復旧、復興等により一時的に増加する業務等に対応するための任期付職

員を募集します。

即戦力となる地域貢献への情熱のある方の応募をお待ちしています。

募集職種・受付期限

※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります（受付期間 終日の消印有効）。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。保育士・幼稚園教諭と任期付職員で受験案内が異なりますのでご注

意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で交付します。

・月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で交付

・土曜日・日曜日：午前８時３０分～午後５時まで各日直窓口で交付

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分宛

て）を明記した角２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

必ず職種をご確認の上、ダウンロードしてください。

保育士・幼稚園教諭

15人程度一般行政任期付職員

若干名B 10月16日（金）

若干名A
保育士・幼稚園教諭

受付期限採用予定数募集職種

〔保育士・幼稚園教諭A〕
昭和61年4月2日以降に生まれた方で幼稚園教諭普通免許および保育士資格の両方を有し，保
育士登録済みの方(平成28年3月31日までに取得・登録見込みの方を含む)
〔保育士・幼稚園教諭B〕
以下の全てに該当する方
・昭和41年4月2日から昭和51年4月1日までに生まれた方
・幼稚園教諭普通免許および保育士資格の両方を有し，保育士登録済みの方
・保育士または幼稚園教諭の職務経験を平成28年3月31日までの間に10年以上(平成28年3
月末までに10年になる人を含む)有する方
＊受験資格の詳細については、必ず受験案内をご確認ください

受験資格

次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.2264



被災自治体News

問い合わせ 総務部 総務課 0244-24-5222TEL
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教養試験、作文試験、適性検査試験内容

南相馬市役所 本庁舎
南相馬市原町区本町二丁目27番地

試験会場

10月31日（土）試験日

※任期付職員の任期は2年(昭和32年4月1日以前に生まれた方は1年)です。
※5年を超えない範囲で任期を延長する場合があります。

任期

教養試験、作文試験、適性検査試験内容

南相馬市役所 本庁舎
南相馬市原町区本町二丁目27番地

試験会場

10月31日（土）試験日

〔一般行政〕
年齢要件、特別な資格要件はありませんが、パソコン(ワード、エクセル等)操作、普通自動
車免許は必須です。

受験資格

任期付職員

小高病院 平成27年10月 診療予定表



小高区復興文化祭 開催について

南相馬市データ放送9月18日更新

被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.2266

小高区の復興を目指し「小高区復興文化祭」を開催します。

小高駅前通りの露店やステージイベント、打上げ花火など盛りだくさんの内容です。

※当日は会場と仮設住宅を結ぶシャトルバスを運行予定です。

時刻表など詳しくは、広報１０月１日号と同時に配布するチラシをご覧ください。

問い合わせ
小高区文化祭執行委員会事務局（小高区産業建設課内）

0244-44-6014、6718TEL

＜メーン会場（小高駅前通り）＞

１０月１７日（土）午前１０時～午後４時

１８日（日）午前９時～午後４時

★ｅ－まちおだかＪＡ秋祭り

（歩行者天国）

露店・休憩コーナー・富くじ入り投げ餅

★あぶくま信金前特設ステージイベント

音楽イベント・お笑いショーなど

＜小高体育センター＞

１０月１７日（土）午前１０時～午後４時

１８日（日）午前１０時～午後３時

★文芸・美術作品展

盆栽・俳句・写真・老人作品展など

＜浮舟文化会館＞

１０月１８日（日）午前１１時～午後２時

★歌と踊りのつどい

鐘声会のカラオケと小藤流の踊り

＜塚原・大井地区＞

１０月１７日（土）午後５時３０分～

（荒天時は１８日に順延）

★鎮魂と復興の花火打ち上げ！！

県内 大の２尺玉や音楽創作花火、

スターマインなど

今週の番組（60分）※パソコン視聴・アクトビラ配信

1. オープニング&今週の番組 [0分～]

2. 「地域分散ネットワーク型の社会へ～ふくしまこそ先頭に立つべき～」

南相馬みらい創造塾一般公開講座 [2分～]

3. 南相馬市民の歌 原町混声合唱団 [32分～]

4. 平成27年度 上真野地区敬老会 [36分～]

5. 技術研修用太陽光発電所 竣工式 [46分～]

6. クリーンアップ作戦のお知らせ [56分～]

7. リクエストアワーのお知らせ [57分～]

8. 旧警戒区域ライブカメラのお知らせ [59分～]

■議会放送[午前10時～／午後6時～]

■リクエストアワー[午後2時～／午後9時～]

平成27年度相馬野馬追総集編

番組内容 [9/23～9/29]

今週は、南相馬みらい創造塾
「一般公開講座」や上真野地区の
高齢者の皆さんがさまざまな出し
物を楽しみました「上真野地区敬
老会」の様子などをお届けします。

■旧警戒区域ライブカメラ
・午前8時57分～
・午後0時57分～



被災自治体News

甲状腺検査について

9月16日HP更新

浪江町からのお知らせ

問い合わせ 健康保険課 放射線健康管理係 0243-62-0173TEL

7浜通り×さんじょうライフvol.226 

TEL

震災当時４０歳以下の浪江町民を対象に、町独自の甲状腺検査を実施しています。

対象

1．震災当時１９歳以上４０歳以下で、検査を受けたことがない方

2．震災当時１８歳以下（平成２４年４月１日までに生まれた方）で、平成２６年度に福島県立医科

大学で実施した検査を受けている方

検査可能医療機関

ホームページの「甲状腺検査医療機関一覧表」をご覧になるか、浪江町役場健康保険課にお

問い合わせください。

※ 震災当時１８歳以下（平成２４年４月１日までに生まれた方）で、平成２６年度に福島県立医科

大学の検査を受けていない方については、福島県立医科大学で実施する検査を受けていた

だくことになります。

福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター

024-549-5130 （午前９時～午後５時 土日・祝日を除く）

申し込み方法

検査を希望する医療機関に直接電話してください。

※ ひらた中央クリニックを希望する方は、浪江町役場健康保険課までご連絡ください。

水曜日 午後2時30分～
事前予約が必要です。

0250-22-4711JR新津駅
新潟市秋葉区東金沢
1459-1

下越病院

025-229-3588

0258-32-2887

025-269-6630

予約電話番号

月～金 午前9時～正午
お電話でお問い合わせください。

JR長岡駅
長岡市西新町2-3-
22

生協かんだ診
療所

水曜日 午前10時20分～11時20分JR新潟駅
新潟市中央区入船町
3-3629-1

舟江診療所

火・金 午前9時～11時30分JR寺尾駅
新潟市西区寺尾東3-
8-35

坂井輪診療所

備考最寄駅住所医療機関名

【甲状腺検査医療機関一覧表】（新潟県）



被災自治体News

放射線測定器の点検(校正)について

9月16日HP更新

放射線への不安解消、皆さまの安心確保のため、平成２４年度に放射線測定機（線量計）をお

配りしています。

お配りした放射線測定器は、精密機械であり性能を維持するため、年１回定期的に点検・校正

を推奨しています。

対象線量計

浪江町が配布した線量計（（株）JBジャパン・ブランド製「精密博士」）

点検（校正）期間

約１カ月お預かりした後、（株）JBジャパン・ブランドから自宅（避難先）に直接郵送します。

申し込み方法

郵送・持ち込みいずれも、配布時の箱（ナンバーがついているもの）に入れ、放射線測定器点

検（校正）申し込み書を添えてお預けください。

申し込み書は、ホームページからダウンロードできます。また、各出張所窓口にも備え付けてあ

ります。

（1）郵送の場合

「着払い」で郵送してください。

【郵送先】

〒960-0241  福島県福島市笹谷字南田12-9

(株)JBジャパン・ブランド

024-573-2545

（2）持ち込みの場合

浪江町役場本庁舎、浪江町役場二本松事務所（健康保険課）、各出張所窓口

校正中の代替線量計について

お預かりしている間、浪江町への立入りなどで線量計を使う方は、浪江町役場本庁舎、二本松

事務所および各出張所で貸し出していますので、ご相談ください。

TEL

問い合わせ 健康保険課 放射線健康管理係 0243-62-0173TEL

浜通り×さんじょうライフvol.2268
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平成27年度思い出の品展示場のお知らせ

9月18日HP更新

平成２６年度に続き、本年度も津波被災地におけるがれき等の選別作業の際に発見した写真、

アルバム、賞状などの「思い出の品」を、一人でも多くの所有者やご家族のお手元にお返しできる

ように、展示・引き渡しを行っています。

浪江町にお越しの際は、どうぞお立ち寄りください。

展示場所

双葉ギフト店舗内（浪江町国道６号沿い しまむら隣）

〒979-1525 浪江町大字高瀬字牛渡川原217

開場時間

午前９時～午後４時（日曜日を除き開場）

※９月２６日（土）は休業となります。

主な展示物

写真、アルバム、御位牌、玩具、記念品など

※二本松市上竹倉庫に展示してあった思い出の品につきましては、双葉ギフトへ移動し展示し

ています。

引渡しの際に必要なもの

運転免許証など本人確認ができるもの

【問い合わせ先】

株式会社 安藤・間

0240-24-0100TEL

問い合わせ ふるさと再生課 廃棄物対策係 0240-34-0230TEL

浪江駅

●しまむら

双葉ギフト

高
瀬
川
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ふたばのわを広げよう
～東京ふれあい双葉会設立お茶会～

9月13日(日)、東京都新宿区でお茶会が開催されました。集まったのは東京および周辺地域

にお住いの双葉町民約30人。

会場では、震災後初めての再会の場面も見られ、終始笑顔の時間となりました。おいしい料

理を楽しみながら、お互いの近況報告や思い出話、気心知れた人とのおしゃべりは皆さんのパ

ワーの源となります。

「震災から4年半経った今だからこそ双葉のつながりを大事にしていきたい」

そんな町民の声から、約9カ月の準備期間を経てこのお茶会は開催されました。

『ふたばのわ』を広げていきたい、との実行委員会の強い想いもあり、お茶会の始めには会

の立ち上げの承認や役員の選出も行われました。

会の名称は「東京ふれあい双葉会」です。今後は「東京ふれあい双葉会」として、このよう

な町民同士の交流の場を継続して開催していきます。

双葉町からのお知らせ
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被災自治体News

町社会福祉協議会が臨時職員を募集します

9月16日HP更新

問い合わせ 大熊町社会福祉協議会 会津若松出張所 0120-29-5760

大熊町からのお知らせ

大熊町社会福祉協議会では業務内容の拡充・充実を図るため、臨時職員を募集します。やる

気・元気・勇気のある方をお待ちしています。

なお、試験要項詳細については、協議会事務局または連絡所にお尋ねください。

試験職種および募集人員

「臨時職員」

・生活支援相談員 いわき連絡所勤務 ４人

仕事内容

東日本大震災により被災し、避難が長期化するなかで、住民が安心を取り戻し、福祉サービス

や生活支援を受けることによって、安心して暮らすことができるような地域社会をつくるため、被災

者に寄り添い、自立に向けて支える役割を担います。

いわき市・双葉郡等を活動範囲とし、訪問活動等の中で、介護福祉サービスの利用等の相談に

応じ、支援が途切れないように町や関係機関・団体等と連携し、一人暮らし高齢者等の見守り等

の生活支援を行うものです。

要件等

・高卒以上で、普通自動車の免許取得者

・社会福祉事業に関心のある方

雇用期間

平成２７年１１月１日～平成２８年３月３１日 (事業継続による雇用期間の更新あり) 

労働時間および勤務時間

・実働: 週３８時間４５分(午前８時３０分～午後５時１５分) 

・休日: 原則として土、日、祝日(ただし、休日出勤の場合振替休日を指定) 

賃金・法定福利等

・基本賃金 日額７,２００円、通勤手当および期末手当等あり

・有給休暇、健康保険、厚生年金、雇用保険、健康診断など

募集期限と方法

９月２９日(火)までに履歴書および小論文「社会福祉活動に対するあなたの果たす役割」(８００

文字以上１２００文字以内)を当協議会会津若松出張所、または各連絡所事務所に持参もしくは

郵送(消印有効)する。(受け付けは午前９時から午後４時まで)

採用決定

書類選考および面接(日時は追って通知)により採用を決定し、１０月下旬までに採用の可否を

応募者に通知します。
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被災自治体News

大熊町原子力損害賠償請求ならびに中間貯蔵施設建設補償に係る支援に

関する条例制定請求の受理について 9月17日HP更新

大熊町原子力損害賠償請求ならびに中間貯蔵施設建設補償に係る支援に関する条例制定請

求を受理しました。

地方自治法第74条第1項の規定による条例制定の直接請求の受理

平成２７年９月１７日

平成２７年９月１７日、地方自治法第７４条第１項の規定による条例制定の直接請求を受理した

ので、地方自治法施行令第９８条第１項の規定により、条例制定請求代表者の住所および氏名

ならびに請求の要旨を次のとおり公表します。

1.請求代表者の住所および氏名

※省略します。（ホームページには８人の住所・氏名が掲載されています。）

2.請求の要旨

平成２３年３月１１日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故は、広

範囲に亘り放射性物質の放出をもたらし全町民が避難を余儀なくされた。

事故発生から現在までの間、長期にわたる避難による生活環境及び健康状態の悪化、失業、

放置され傷み続ける住宅、不十分な住環境、健康被害への不安、家族・親戚・友人との離散、生

き甲斐の喪失、将来への見通しがつかない不安、地域コミュニティーの崩壊等の損害、そしてこ

れらによる精神的、肉体的な損害は計り知れないものがある。

原子力発電所の事故後５年を迎えて帰宅準備区域、居住制限区域においては除染が終了し

町復興に向けた取り組みが始まろうとしているが、町の９７％を占める帰宅困難区域については

全体の除染計画すら示されないまゝとなっている。

中間貯蔵施設の建設を受け入れたことにより国道６号線より東側一帯の夫沢地域が中間貯蔵

施設の建設予定地となり、今後３０年間もの長きに亘り福島県内の９０％以上を占める各地から放

射線に汚染された廃棄物が搬入となる。それらの汚染廃棄物の運搬には、１日当たり３００台以上

の車両の往来が予想され、町民の生活不安は今後も脅かされ続ける。

加えて中間貯蔵施設建設予定地の地域においては、３０年間完全に立ち入ることができなくな

ると共に家・屋敷全体が解体され二度と我が家を見ることがなく故郷喪失となってしまう。更に、原

子力発電所の廃炉作業には、溶融した核燃料の回収方法が確立されていないことから３０年とも

４０年ともの期間が要すると言われ、町民の不安な要素は尽きることなく続く。

町は、未曾有の災害の被害者となった町民の健康的で文化的な生活を取り戻すため、東京電

力株式会社及び原子力発電を推進してきた国の責任を追及すること。

町民の生活再建のための損害賠償、今後における精神的損害賠償、全町・全町民に多大な影

響を及ぼすこととなる中間貯蔵施設の建設に伴う補償等が公平で適正なものとなるよう町民の心

に寄り添い、その実現を図ると共に平成２７年３月１９日に策定した大熊町第二次復興計画に沿

い町の復興を図るため、この条例を制定するよう請求いたします。

（請求の要旨は請求代表者から提出のあった条例制定請求書に記載された内容を転載したものです。）

問い合わせ 総務課 0120-26-3844(代)
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被災自治体News

除染後の宅地における放射線量の調査協力について

9月18日HP更新
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富岡町では、国直轄で実施された除染作業の効果検証を目的とした、ガンマ線可視化カメラを

用いた放射線量の調査を実施します。

測定に用いるガンマ線可視化カメラは、測定した放射線量とカメラで撮影した映像を重ね合わ

せ、色分けして表示することで放射線の状況を分かりやすく確認できる装置です。

宅地に対しガンマ線可視化カメラを用いて十分な除染がされているかを調査し、局所的に線量

が高い箇所を特定して随時、環境省に再除染を強く訴えていきます。

つきましては、対象となる宅地の所有者の皆様へ、調査事業者（委託業者）から連絡が入ります

ので、ご理解とご協力をお願いします。

なお、調査は建物の外回りですので立会いの必要はありません。

調査期間

平成２７年９月～平成２８年３月末（２８年度も随時計画あり）

調査範囲

除染が完了し引き渡しがあった宅地（居住制限区域、避難指示解除準備区域）

問い合わせ 復興推進課 除染対策係 0120-33-6466

富岡町からのお知らせ

町内立入り時の屋外広告物（頭上の看板）に注意！！

9月18日HP更新

●町民の皆様へ

町内に立ち入る際は、屋外広告物（頭上の看板など）の落下にご注意ください。

屋外広告物は、厳しい自然環境にさらされており、内部では腐食が進み、落下や倒壊等の事故

を生じ、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。

●広告物所有者、管理者の皆様へ

屋外広告物は、各広告物の設置者（管理者）以外が点検等をするのが非常に困難です。

屋外広告物に関して、より適切な方法で安全点検を行い、事故の防止に努め、特に長い期間

設置している広告物に関しては、町内立入りの際等確認をお願いします。

問い合わせ 復興推進課 復興調整係 0120-33-6466



被災自治体News

除草剤の配布について

9月18日HP更新

平成２７年６月１日から、原則として１世帯につき１個の除草剤の配布を行っているところです

が、町民の皆様から町内での宅地が広いため、複数個の配布を希望する声が多く寄せられたこと

から、1世帯３個までの配布とさせていただきます。

配布場所については、これまでと同じく、富岡連絡所、いわき支所となります。

交流ルームひばり通信

下田地区の渡辺さんから「新米を敬老の日にお届けしたいのですが…」と、ご連絡をい

ただきました。

今年に入って3度目のお話です。年初め、お年玉にと全員にいただきました。5月には、

子どもの日にとお子さんの世帯にいただきました。いつも、忘れず私たち避難者を思って

くださっています。ありがたいですね。

今回は、天候により稲刈りが遅れていましたが、何とか21日に間に合わせたいと、交流

ルーム「ひばり」に届けてくださいました。

配布日時 9月25日(金)～10月2日(金) 午前9時30分～午後3時

※休館日は、裏表紙のカレンダーで確認してください。

配布場所 交流ルーム「ひばり」

配布対象者 70歳以上(今年70歳を迎える方も含みます)

配布内容 新米5kg

※基本は、取りに来ていただきたいのですが、ご連絡いただければご相談に応じます。

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０
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問い合わせ 復興推進課 復興調整係 0120-33-6466



新潟県食生活改善推進委員協議会のご厚意により、食事会を開催します。

9月の食事会に参加くださった皆さん、ありがとうございました。

終わったばかりですが、今回は福島県支援課の方が交流ルーム「ひばり」に視察に来る

関係で、臨時に食事会を計画しました。多くの方に参加していただきたいと思います。

支援課の方は、続けている版画教室をご覧になり、皆さんと一緒に食事をし、皆さんか

らの声をお聞きしたいそうです。特に、相談を希望の方にも対応されるそうです。

バランスの良い、温かくおいしい食事を皆さんで囲んでみましょう。

日 時 １０月６日 正午から

場 所 三条市総合福祉センター 3階 調理室

交流ルーム「ひばり」集合後、移動します。

参加費 300円（当日徴収）

申込締切 １０月２日(金)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

火

※食育推進食事会は、さんじょう∞ふくしま「結」の会が、福島県ふるさとふくしま帰還支援に申請し、

採択された事業です。
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交流ルームひばり通信

今年も、下田地区の渡辺さんの畑にご招待いただきました。対象は、子ども(20歳未満)

と、その家族です。

いつも、お米をいただく渡辺さんご夫婦に直接お会いできるチャンスです。

ぜひこの機会に、今までの感謝の気持ちをお伝えしませんか。

多くのご家族の参加をお待ちしています。

日 時 １０月３日 午前9時30分 交流ルーム「ひばり」集合

(現地集合の方は、午前10時集合)

作業終了次第、現地解散とします。(午後1時には終了予定です)

※雨天の場合は、順延となります。後日、日程を連絡します。

場 所 三条市棚鱗1443-2（渡辺青果直売所裏の畑）

持ち物 軍手、長靴、汗拭きタオル

（ゴム手袋もあると便利です）

土

たなひれ

申込締切 ９月２８日(月)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

大熊町:会津若松市役所追手町第二庁舎内

（会津若松市追手町2番41号）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

大熊町 0120-26-3844

富岡町 0120-33-6466

川内村 0240-38-2111

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧
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世帯数

132

12
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1

8
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人数市町村名

南相馬市小高区

南相馬市原町区

南相馬市鹿島区

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町

川内村

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数 (2015.9.24現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

９月・１０月の『ひばり』

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

ひばり休み
食事会
（臨時）

ひばり休み
食事会
申込締切

ひばり
午後休み

浜通り配布

芋掘り
申込締切

１０日９日８日７日６日５日４日

一時帰宅
(南相馬市)ひばり休み

浜通り配布
ひばり
茶話会

版画教室
（臨時）

こども
芋掘り体験

お米配布
終了ひばり休み

浜通り配布
ひばり
茶話会

ひばり休み

３日２日１０月１日３０日２９日２８日２７日

お米配布
開始

２６日９月２５日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日
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